
敷地条件の確認
（居住環境＋自然災害配慮基準）

確認書又は
建設住宅性能評価書の取得

変更申請等
(変更が生じた場合)

認定通知書の取得

インスペクション＊（現況検査）の
実施

＊インスペクター（原則として建築士のう
ちインスペクションに係る能力を有する
者）による建築物の劣化事象等の状況の
調査

認定申請

維持保全計画に基づく点検の実施

調査・修繕・改良（必要に応じて）

記録の作成・保存

長期にわたって良好な状態が維持されるように措置が講じられているとして、所管行政庁が認定した住宅のことを

いいます。認定基準には、敷地条件によるものと建物性能の確保、維持保全計画の策定があります。

世田谷区 都市整備政策部 建築審査課 建築審査担当

所 在 地 ： 世田谷区玉川1-20-1 （令和3年5月に移転しました）

二子玉川分庁舎 2階 B25窓口

電話番号： 03-6432-7165

受付時間： 8時30分～12時、13時～16時

※ 事前に書類確認が必要なため、午前は11時30分、

午後は16時までにお越しください。

※ 複数件や共同住宅の申請の場合、事前の電話連絡を

お願いします。

※ 手数料は受付時に現金でお支払いください。

はじめに、申請地の敷地条件を確認してください。事前に各種手続き

が必要な区域や、認定できない区域があります。

その後、長期使用に必要な認定基準を満たすように建物を設計し＊、

確認済証※１、確認書※２又は設計住宅性能評価書※３を取得後、必要書

類を揃えて着工前に認定申請してください。

＊ 小屋裏物置を設置する場合は、区ホームページに公開している「世田谷区小屋裏

物置等の取扱い」を参照してください。（区HP検索窓で「17927」を入力し検索）

※1 「確認済証」は、建築基準法及び関係法令に適合していると認められると建築主事

等から交付されます。

※2 「確認書」は、民間の登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であるかの確認を

申請すると交付されます。

※3 「住宅性能評価書」は、民間の登録住宅性能評価機関に性能評価を申請すると交

付されます。長期使用構造等であることの確認の結果を記載したものが必要です。

III. 既存住宅の認定を受けるには？（新築・増改築の場合と手続きが異なります）

申請書類（建築行為を伴わない既存住宅）

 優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定（維持保全計画のみで認定)

できる制度が、令和４年１０月に創設されました。

 この制度の場合も、はじめに申請地の敷地条件を確認してください。

その後、建築行為なし認定制度の認定基準を満たしていることを検査し、確認書

又は建設住宅性能評価書を取得後、必要書類を揃えて認定申請してください。

建築行為なし認定制度の認定基準（規模の基準を除く）

IV. ホームページのご案内

長期優良住宅 認定について
（長期優良住宅の普及の促進に関する法律 平成21年6月4日施行、改正令和3年5月28日 令和４年１０月１日施行）

項 目 性 能

長期使用構造等 建物性能については、登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。

住宅の規模 良好な居住水準（床面積）を確保すること ③参照

敷
地
条
件

居住環境
長期間での環境維持及び向上に配慮されたものであること
(・地区計画 ・景観計画 ・都市計画施設等)

②参照

自然災害配慮
自然災害による被害の発生の防止、または軽減に配慮されたものであること

※令和4年2月より追加されました。

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

※長期に渡り維持保全を行う必要があるため、専用配管の経路は、原則として当該敷地内で完結
していること

【申請窓口】

2023.4

○右の数字は本資料の参照箇所を示しています新築又は増改築※の時期

※長期使用構造等とするための増改築を指す。

適用する基準

長期使用構造等基準
居住環境基準
災害配慮基準
維持保全基準

A) 平成２１年６月４日以降に新築した後
増改築していない場合

新築時点における新築基準

認定申請時点に
おける基準

B) 平成２8年4月1日以降に増改築した
場合

増改築時点における増改築基準

C) 平成２1年6月3日以前に新築し、又は
平成28年３月31日以前に増改築した
場合（②の場合を除く）

H28.4.1時点の増改築基準

建築行為なし認定制度の規模の基準

３．工事履歴書（新築又は増改築の時期等が分かる書類）

４．確認書 又は 建設住宅性能評価書

５．維持保全計画書

６．図面 （登録住宅性能評価機関検印済）

案内図、配置図、面積表、平面図、立面図、断面図又は矩計図等

※構造計算書、各部詳細図は不要

７．状況調査書

８．設計内容説明書【既存用】

◆ 以下の順番に揃えて、正副各１部をファイルに綴じてお持ちください。（CD等の申請はできません）

１．認定申請書（１面～４面）・委任状

２．居住環境基準等確認報告書

添付図書(該当する場合のみ)

●地区計画適合確認書

●景観計画区域内の行為届出書（写）

●都市計画施設位置確認資料等

●土砂災害特別警戒区域区域図

長期優良住宅に関する
ページ一覧

（分類番号001507）
新規申請と様式
（ページ番号196398）

その他申請と様式
（ページ番号196399）

検索ページ番号世田谷区ホームページ からもアクセスできます

II. 認定を受けるには？(新築・増改築の場合）

I. 長期優良住宅とは？

2 参照

認定基準 法第6条、規則第4条、第5条、告示H21第208号、第209号等

●詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください 14

一戸建ての
住宅

75㎡以上※4

当該住戸の
いずれかの階の

床面積が
階段を除いて
40㎡以上※5

共同住宅等

a. 令和４年１０月１日以降に新築又は増改築したもの

1戸あたり40㎡以上※4

b. 令和４年９月３０日までに新築又は増改築したもの
（令和４年１０月１日以降に増改築したものを除く）

1戸あたり55㎡以上※4

1

認定基準により設計
（建物性能・維持保全計画）

敷地条件の確認
（居住環境＋自然災害配慮基準）

認定申請

確認済証の取得
確認書又は

設計住宅性能評価書の取得

変更申請等
(変更が生じた場合)

維持保全計画に基づく点検の実施

調査・修繕・改良（必要に応じて）

記録の作成・保存

認定通知書の取得 着工

完了した旨の報告書を届出

検査済証等の取得

4

2

3

1



◇都市計画道路・都市高速鉄道 等

◇都市計画公園・緑地

◇土地区画整理事業を施行すべき区域

※敷地に市街化予想線がかかっている場合、以下2点必要。

①申請図に予想線を作図したもの

②作図根拠図 （ホームページ等で公開している市街化予想図と敷地形状を重ね合わせ、任意の基点から市街化予想線との距離等を記載したもの）

◇東京外かく環状道路（事業中）

◇土地区画整理事業(事業中)

≪ 景観計画 ≫

≪ 都市計画施設等 ≫

≪ 地区計画 ≫

≪ 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）≫令和4年2月20日の改正より、認定基準に追加されました

◆ 以下の区域や届出に該当する敷地は、各条件について確認するため添付図書が必要になります。

３．確認済証（写）（正本のみ添付）

４．確認書 又は 設計住宅性能評価書

５．維持保全計画書

６．図面 （登録住宅性能評価機関検印済）

案内図、配置図、面積表、平面図、立面図、断面図又は矩計図等

※構造計算書、各部詳細図は不要

７．状況調査書（増築・改築の場合のみ）

８．設計内容説明書【増築・改築用】（増築・改築の場合のみ）

※4 駐車場やバルコニー等の空間は、床面積に算入できませんので、

ご注意ください。(建築基準法の床面積とは異なります。)

※5 階段として除外している部分を明確にし、寸法を図面に記入してください。

なお、階段の下部が便所・収納・廊下等で生活空間として認められる場合は除外する必要はありません。

算入不可

都市計画法第６５条許可書（写）
→東京外かく環状道路事業に支障がないことを確認

添
付
図
書

→土地区画整理事業に支障がないことを確認
土地区画整理法第７６条許可書（写）

添
付
図
書

→市街化予想線内に建物等がないことを確認

市街化予想図

添
付
図
書

添
付
図
書

都市計画公園・緑地の区域が確認できる資料

都市計画道路等の計画線の位置が確認できる資料

添
付
図
書

→地区整備計画に適合していることを確認。 建築行為等適合通知書（写）
（一部の地区計画では、届出書（写）の添付となります）

添
付
図
書

→届出されていることを確認。
（届出の対象に該当する場合）

景観計画区域内の行為届出書（写）

添
付
図
書

＊建物等には、専用配管（排水管敷地内最終桝や

給水管水道メーターなど）も含みます。

【注】都市計画法53条の許可条件と
長期優良住宅の認定基準は同じでは
ありません。
許可を取得できる建物（木造2階等) 
でも、認定できない場合があります。

土砂災害特別警戒区域区域図

添
付
図
書

→土砂災害特別警戒区域内＊に建物等がないことを確認。(区域の解除が確実に見込まれている場合等を除く)

＊土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

制限区域内に建物等＊を計画している場合は、

認定できません。

→区域内に建物等がないことを確認

→計画線内に建物等がないことを確認

長期に渡り建物が存続できる場所であることを確認。

認定×

認定OK都市計画道路

道路

認定×

認定OK
道路

都市計画公園

認定×

認定OK
道路

市街化予想線

認定×

認定OK
道路

土砂災害
特別警戒区域

制限区域

配管最終枡

住宅の規模 規則第４条（規模の基準）

区ホームページよりご確認ください。
（ページ番号149173

土砂災害防止法に基づく指定区域について）

区ホームページよりご確認ください。
（ページ番号192596・市街化予想線の閲覧について）

◆ 以下の順番に揃えて、正副各１部をファイルに綴じてお持ちください。（CD等の申請はできません）

１．認定申請書（１面～４面）・委任状

２．居住環境基準等確認報告書

添付図書(該当する場合のみ)

●建築行為等適合通知書(写)

●景観計画区域内の行為届出書（写）

●都市計画施設位置確認資料等

●土砂災害特別警戒区域区域図

敷地条件 居住環境・自然災害配慮 法第６条１項３号、４号

申請書類（新築・増改築）

32

一戸建ての
住宅

75㎡以上※4
当該住戸の

いずれかの階の床面積が
階段を除いて40㎡以上※5

共同住宅等 1戸あたり40㎡以上※4

2

3

4


